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はじめに 

 
阪南市の水道事業（以下「阪南水道事業」という。）は、給水人口の減少に伴う給水収

益（料金収入）の減少や水道管をはじめとする水道施設の老朽化に伴う更新費用の増加、

技術職員の確保と技術継承といった課題について水道の広域化により対応していくため、

令和元年度に大阪広域水道企業団（以下「企業団」という。）と統合し、現在は企業団が

運営しています。 

統合後は、国の交付金の活用による収入の確保に加え、水道料金徴収等業務委託の共同

発注などによる支出の削減に取り組み、経営改善に努めています。今後は統合水道料金シ

ステムの導入による水道料金徴収等業務の統一化、泉南・阪南・田尻・岬の4水道センタ

ーの統合などを進め、更なる支出の削減を図る予定です。 

しかしながら、給水収益が減少し続ける中、財政収支については単年度損益の恒常的な

赤字、必要資金の不足が生じる見込みとなっています。健全で安定的な経営の持続に向け、

単年度損益を黒字化し、事業運営に必要な資金を確保するには料金改定が避けられない状

況です。 

本部会では、このような状況を踏まえ、阪南水道事業における必要な料金収入や料金体

系について検討を行い、その結果を報告書に取りまとめましたので報告します。 

 

令和7年10月14日 

 

経営・事業等評価委員会 

阪南水道事業料金検討部会 

 

部会長 鍬田 泰子 
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1 阪南水道事業の現状と課題 

【阪南水道事業の概要】 
阪南市は、北部は大阪湾に面し南部は和泉山脈と接しており、給水区域が沿岸部の市街地から住

宅開発に伴い丘陵部まで広くまたがっているため、配水効率が悪い地理的条件にあるといえる。配

水池等の水道施設が数多く点在し、維持管理に係る費用が高くなりやすい状況である。 

配水池1か所当たりの給水人口は大阪府平均や全国の類似団体平均に比べて少なく、またポンプ

場1か所当たりの給水人口は全国の類似団体平均を上回っているものの、大阪府平均に比べて少な

くなっている。 

なお、阪南水道事業は独自の水源、浄水場を有しておらず、企業団の水道用水供給事業から供給

される水道用水で全給水量を賄っている。 

図表1.1 主要な業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

図表1.2 給水区域、施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図表1.3 配水池1か所当たりの給水人口            図表1.4ポンプ場1か所当たりの給水人口 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
※ 類似団体：給水人口規模の類似性に基づく総務省の水道事業者（全国）の区分 

総務省の統計は阪南水道事業の給水人口は R5 50,443人で A4区分（給水人口5万人以上10万人未満）に分類 

本部会の検討においては水道統計の給水人口（R5 48,415人）を使用 
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給水人口1人当たりの管路延長は全国の類似団体平均より短いが、大阪府平均より長い。 

有収水量密度は全国の類似団体平均より大きいが、大阪府平均を下回っている。 

管路経年化率は全国の類似団体平均、大阪府平均を上回る値となっている。 

 
図表1.5 給水人口1人当たりの管路延長の推移と他団体比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表1.6 有収水量密度の推移と他団体比較        図表1.7 管路経年化率の推移と他団体比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
給水人口1人当たりの管路延長（ｍ／人）＝管路延長／給水人口 

・経営の効率性を表す指標。給水人口に対する管路延長が長いほど維持管理費等のコストが

高い。 

 
有収水量密度（千㎥／ha）＝有収水量／給水区域面積 

・経営の効率性に影響を及ぼす地理的条件を表す指標。値が大きいほど効率が高い。 

 
管路経年化率（％）＝法定耐用年数を経過した管路延長／管路延長×100 

・法定耐用年数を超えた管路延長の割合であり、管路の老朽化度合いを表す指標。 

 

【更新・耐震化の取組】 
地震等の災害時においても給水を継続できるよう、「基幹管路」や避難所となる公共施設などの

「重要給水施設」への供給ルート上の管路の更新・耐震化を優先的に取り組んでいる。 

 
図表 1.8 「大阪広域水道企業団経営戦略 2020-2029」における管路の耐震管率の目標 

 
※ 基幹管路とは、導水管、送水管、配水本管（給水菅の分岐のないもの）の総称をいう。 

※ 耐震管とは、地震の際でも継ぎ目の接合部分が離脱しない構造となっている管をいう。 

※ 基幹管路の耐震適合率＝（耐震適合性のある基幹管路の延長）／（基幹管路の総延長）。耐震管以外でも管路が布設された地盤の性状

を勘案すれば耐震性があると評価できる管等があり、これらに耐震管を加えたものが「耐震適合性のある管」と呼ぶ。 
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【令和 5年度決算の収益的収支の状況】 

収入は給水収益（料金収入）が約9割を占めている。支出は受水費（水道用水供給事業からの受

水に係る費用）が約4割、減価償却費等が約3割を占めている。 
 
図表1.9 令和5年度決算の収益的収支の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 資産取得時に財源とした国交付金、負担金等を減価償却費に対応して収益化したもの 

 

【決算の状況】 
収益的収支について、収入面では有収水量の減少により給水収益も減少傾向で推移している。支

出面では、総給水量に対応して受水費が減少傾向で推移している。令和5年度の当期純利益は黒字

となっているが、支出以上に収入の減少幅が大きいため年々減少している。 

資本的収支について、令和4年度以降、建設改良費の増加に伴い企業債（借入金）の借入額を増

やしているため、企業債残高が増加に転じている。 
 
図表1.10 決算の状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 令和 2 年度の受水費は水道用水供給事業における新型コロナウイルス感染症による影響を勘案した受水単価の軽減措置（4 か月間、

72 円/㎥→62 円/㎥）により減少 

※ 資本的収支の不足額については、積立金等で補てん 

○収益的収支 R1 R2 R3 R4 R5

収益的収入 1,149 1,155 1,130 1,095 1,064

　給水収益 1,009 983 972 948 927

収益的支出 1,110 1,098 1,086 1,069 1,050

　受水費 456 404 415 404 397

　減価償却費 316 341 338 332 331

当期純利益 39 57 45 26 14

○資本的収支 R1 R2 R3 R4 R5

資本的収入 22 65 82 267 345

　企業債 16 45 50 170 165

　国補助金等 0 14 20 83 147

資本的支出 316 326 305 537 752

　建設改良費 174 184 153 372 589

　企業債償還金 142 142 151 163 164

○残高 R1 R2 R3 R4 R5

年度末資金残高 409 453 521 533 407

　前年度末資金残高 431 409 453 521 533

　当期純利益 39 57 45 26 14

　減価償却費 316 341 338 332 331

　長期前受金戻入 ▲ 93 ▲ 112 ▲ 105 ▲ 102 ▲ 103

　資本的収支不足額 ▲ 294 ▲ 261 ▲ 224 ▲ 270 ▲ 407

　その他 10 19 14 26 39

企業債残高 2,386 2,290 2,189 2,196 2,197
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【給水人口と 1人当たりの有収水量、有収水量と給水収益】 
給水人口は減少傾向で推移しており、令和元年度から令和 5年度にかけて 5.7％減少している。1

人当たりの有収水量については 106㎥/年前後で概ね横ばいとなっている。 

有収水量の減少により給水収益も減少傾向で推移している。 

 
図表 1.11 給水人口と 1 人当たり有収水量の推移            図表 1.12 有収水量と給水収益の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給水原価、料金回収率】 
前述のとおり、阪南水道事業においては水道施設が数多く点在し、維持管理に係る費用が高くな

りやすいことから、給水原価は全国の類似団体平均、大阪府平均と比べて高くなっている。 

料金回収率については全国の類似団体平均、大阪府平均と大きな差はないが 100％を下回る状況

が続いている。 

 
図表 1.13 給水原価の推移と他団体比較        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図表 1.14 料金回収率の推移と他団体比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 令和 2 年度と令和 4 年度の給水収益には、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し実施した基本料金減免の財源である阪南市

一般会計繰入金を含む。 

 

99.3% 99.8% 99.2% 98.0% 97.9% 98.3% 97.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

R1 R2 R3 R4 R5 類似団体※

平均（R4）

大阪府

平均（R4）

184.4 179.2 182.7 185.3 184.9 173.7

151.6

0

50

100

150

200

250

R1 R2 R3 R4 R5 類似団体※

平均（R4）

大阪府

平均（R4）

5,509 5,499 
5,363 

5,221 
5,119 

1,009 983 

972 
948 

927 

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

860

910

960

1,010

R1 R2 R3 R4 R5

（千㎥）

有収水量 給水収益

（百万円） 

51,346 50,542 49,912 49,180 48,415 

107 109 
107 

106 106 

40,000

43,000

46,000

49,000

52,000

90

95

100

105

110

R1 R2 R3 R4 R5

（人）（㎥）

給水人口 1人当たり有収水量

※ 令和 2 年度及び令和 4 年度の給水収益には、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し実施した基本料金減免の財源である

阪南市一般会計繰入金を含む。 

 

 



5 

給水原価（円／㎥）＝（経常費用－受託工事費－材料等売却原価－附帯工事費－長期前受金

戻入）÷年間総有収水量 

・有収水量 1㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標 

 
料金回収率（％）＝供給単価÷給水原価×100 

・給水に係る費用が、給水収益でどの程度賄えているかを表す指標 

・供給単価（円／㎥）は給水収益÷年間総有収水量で計算。使用者の支払う水道料金の 1㎥

当たりの平均単価を表す指標 

 

【流動比率、企業債残高対給水収益比率】 
流動比率については、一般的に短期の資金繰りに問題がない水準である 100％を超えているが減

少傾向となっており、全国の類似団体平均、大阪府平均と比べると低い。 

企業債残高対給水収益比率は概ね横ばいで推移しており、全国の類似団体平均より低く、大阪府

平均と同程度となっている。 
 

図表 1.15 流動比率の推移と他団体比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 1.16 企業債残高対給水収益比率の推移と他団体比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 令和 2 年度と令和 4 年度の給水収益には、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し実施した基本料金減免の財源である阪南市

一般会計繰入金を含む。 

 
流動比率（％）＝流動資産÷流動負債×100  

・流動負債に対する流動資産の割合であり、短期債務に対する支払能力を表す指標 

 
企業債残高対給水収益比率（％）＝企業債残高÷給水収益×100  

・給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標 
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【水道の使用状況（構成）】 

《水道料金請求件数》 
用途別請求件数は、「家事用（家事専用と家事共同）」が96.0％と多くを占めている。 

口径別請求件数は、「口径13㎜」が26.8％、「口径20㎜」が70.8％で合わせて97.6％を占めている。 

使用水量区分別請求件数は、「0～8㎥/月」が26.3％と最も多くなっている（家事用の基本水量は

8㎥）。また、「20㎥/月」までが65.9％となっている。 

 
図表 1.17 令和 5 年度請求件数（用途別、口径別、使用水量区分別の割合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《使用水量》 
用途別使用水量は、「家事用」が88.4％と多くを占めている。 

口径別使用水量は、「口径13㎜」が18.8％、「口径20㎜」が67.0％で合わせて85.8％を占めている。 

使用水量区分別使用水量は、「21～30㎥/月」が29.1％と最も多くなっている。 

 
図表1.18 令和5年度使用水量（用途別、口径別、使用水量区分別の割合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.8%

67.0%

口径13mm

口径20mm

口径25mm

口径30mm

口径40mm

口径50mm

口径75mm

口径100mm

口径150mm

26.8%

70.8%

口径13mm

口径20mm

口径25mm

口径30mm

口径40mm

口径50mm

口径75mm

口径100mm

口径150mm

96.0%

家事用

営業・官公庁・

会社用

公衆浴場用

工場用

一時使用

26.3%

6.2%

16.3%17.1%

22.4%

9.8% 1.2% 0.3%
0.4%

～8㎥/月

9～10㎥/

月
11～15㎥

/月
16～20㎥

/月
21～30㎥

/月
31～50㎥

/月
51～100

㎥/月
101～200

㎥/月
201㎥～/

月

88.4%

10.7%

家事用

営業・官公庁・

会社用

公衆浴場用

工場用

一時使用

5.0%
3.1%

11.1%

16.1%

29.1%

18.9%

4.1%

2.4%

10.3%

～8㎥/月

9～10㎥/

月
11～15㎥

/月
16～20㎥

/月
21～30㎥

/月
31～50㎥

/月
51～100

㎥/月
101～200

㎥/月
201㎥～/

月

用途別 
 

口径別 
 

使用水量区分別 
 

用途別 
 

口径別 
 

使用水量区分別 
 



7 

《給水収益》 
用途別給水収益の割合は、「家事用」が78.4％と多くを占めている。 

口径別給水収益の割合は、「口径13㎜」が17.7％、「口径20㎜」が60.8％で合わせて78.5％を占

めている。 

使用水量区分別給水収益の割合は、「21～30㎥/月」が24.9％と最も多くなっている。 
 

図表1.19 令和5年度給水収益（用途別、口径別、使用水量区分別の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給水戸数、使用水量、世帯数】 
給水人口が減少しても給水戸数は横ばいで推移していたが令和5年度から減少傾向となっている。 

また各世帯の使用水量は年々減少、少量化しており、世帯構成の変化（単独世帯や高齢者のみの

世帯の増加）が使用水量に影響を与えていると考えられる。 

 

図表 1.20 給水戸数と使用水量の推移 
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図表 1.21                                               図表 1.22 

阪南市 世帯数、単独世帯数、高齢者夫婦世帯数の推移         阪南市 65 歳以上世帯員の単独世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状分析のまとめ】 
・阪南水道事業は、地理的条件により維持管理に係る費用が高くなりやすい状況である。 

・給水人口1人当たりの管路延長は全国の類似団体平均より短いが、大阪府平均より長い。 

・有収水量密度は全国の類似団体平均より大きいが、大阪府平均を下回っている。 

・管路経年化率は全国の類似団体平均、大阪府平均を上回る値となっている。 

・財政収支の状況を見ると、収益的収支において収入が減少し続けているのに対し、支出はほぼ横

ばいで推移しており、当期純利益が減少している。 

・料金回収率は100％を下回っており、給水収益で給水に係る費用を賄えていない。 

・流動比率は短期の資金繰りに問題がない水準である100％を超えているが減少傾向となっている。    

・給水収益に対する企業債残高の割合は240％程度で推移している。 

・水道の使用状況については、用途別では、水道料金請求件数、使用水量、給水収益のいずれも

「家事用」が多くを占めている。 

・口径別では、水道料金請求件数、使用水量、給水収益のいずれも「口径20㎜」、「口径13㎜」が多

くを占めている。 

・使用水量区分別では、水道料金請求件数は「0～8㎥/月」が最も多くなっている。また、「20㎥/

月」までの使用者が多くを占めている。使用水量、給水収益は「21～30㎥/月」が最も多くなっ

ている。 

・給水人口が減少しても給水戸数は横ばいで推移していたが、令和5年度から減少傾向となってお

り、1戸当たりの使用水量は年々減少し、少量化している。 

 

【課題解決に向けた企業団の考え】 
統合案※に基づき、広域化に係る国交付金を活用した水道施設の統廃合や更新、業務の効率化な

どに取り組んでおり、引き続き経営基盤の強化に向けた取組を推進する。 

施設の維持管理や更新・耐震化など事業運営に係る費用の財源を確保する必要があり、料金水準

の見直しが必要である。 
※ 阪南市水道事業は平成31年4月に企業団と統合。統合の際、統合後の施設整備計画、経営シミュレーション、事業運営体制、統合効 

果について整理した「統合案」を策定 
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【参考：統合時のシミュレーション】 
阪南水道事業を含め企業団と統合した 13の水道事業の経理はそれぞれ独立しており 、阪南水道

事業の水道料金は個別に設定している。（統合前の阪南市の水道料金を引き継いでいる。） 

統合案では令和 5年度に料金改定を予定していたが、決算において損益と資金残高が統合案の経

営シミュレーションより改善したため、料金改定を見送ってきた。 
 

 

 

 

 

 

 

 
図表 1.23 統合案の経営シミュレーション 
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2 財政収支の見通し 
 

2.1 収入の見通し 
 収入の大半を占める給水収益の現行料金による収入見込額は以下のとおりである。（後述の料金

算定期間（令和 8年度から令和 12年度）までの見通しを記載） 

企業団が実施した水需要予測（給水人口の推計を含む。）によると、令和 12 年度の給水人口は令

和 5年度（直近の実績値）と比べて 5,049人（約 10％）減少する見通しである。 

給水人口の減少に伴い、令和 12 年度の有収水量は令和 5 年度と比べて 498 千㎥（約 10％）減少

し、給水収益も 9,000万円（約 10％）減少する見通しである。 

 
図表 2.1-1 給水人口の見通し 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

※ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和 5年推計）」をもとに推計 

※ 令和元年度から令和 5年度は実績値 

 
図表 2.1-2 有収水量と給水収益の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 令和元年度から令和 5年度は実績値 

※ 令和 2 年度と令和 4 年度の給水収益には、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し実施した基本料金減免の財源である阪南市

一般会計繰入金を含む。 

 

2.2 支出の見通し 
水道事業の支出の中心は、収益的収支の減価償却費や資本的支出の建設改良費（事業費）である。 

そこで後述のとおり支出の見通しに必要な水道施設の更新・耐震化など施設整備計画（投資計画）

を検討した。 
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2.3 財政収支の見通し（現行料金 供給単価181円/㎥） 
現行料金に基づく財政収支の見通しは以下のとおりである。 

収益的収支について、支出はほぼ同水準で推移するが、収入は給水収益の減少により減少してい

く。そのため、単年度損益は赤字となり、赤字の幅が拡大する見込みである。 

資本的収支について、施設の更新・耐震化を進めるために必要な建設改良費を見込んでいる。ま

た、令和10年度までは広域化に係る国交付金の活用を見込んでいる。 

資金残高は、令和8年度に事業運営に必要な資金（給水収益の3か月分）が不足し、令和10年度に

は資金が枯渇する見込みである。 

 
図表2.3-1 財政収支の見通し 
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図表2.3-2 収益的収支の見通し                       図表2.3-3 資金残高の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表2.3-4 企業債残高・企業債残高対給水収益比率の推移 
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3 施設整備計画（投資計画） 

3.1 水道施設の拡張時代から適切な維持管理、更新・ダウンサイジングの時代へ 
1960 年代半ば（昭和 40年頃）以降人口がピークとなる 2003 年頃までの間、大規模な住宅開発に

伴い集中的に整備した管路が更新時期を迎える。管路の状態や財政収支等を勘案し、優先順位をつ

けて管路の更新・耐震化を進める必要がある。 

 
図表 3.1-1 管路の延長 布設年代別割合         図表 3.1-2 法定耐用年数（40 年）を超えた管路の延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 施設整備の考え方 

施設整備は以下の方針に基づき実施する。 
（「大阪広域水道企業団将来ビジョン」、「大阪広域水道企業団経営戦略2020-2029」に基づく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ アセットマネジメントの実践により企業団が独自に設定している各施設・設備の更新サイクルのこと。更新は法定耐用年

数ではなく更新基準年数（水道管の場合、種類によって40～80年）に基づき、施設・設備の状況等に応じて実施 

 

 

 

 

 

施設の計画的な更新（耐震化）

・配水池、ポンプ場、管路等の施設の点検、維持管理を適切に行いな
がら、更新基準年数※に基づく更新（耐震化）を進める。

・管路については、地震等の災害時においても給水を継続できるよう、
「基幹管路」や避難所などの「重要給水施設」への供給ルートとな
る管路の更新（耐震化）を優先的に行う。その他の管路につい
ては、漏水のリスクや重要性等を考慮して更新する。

・上下水道耐震化計画に基づき、阪南市の下水道事業とも連携し、耐
震化を行う。

⇒効果：施設の更新（耐震化）の着実な実施
事業量と事業費の平準化による持続的な事業運営

施設の最適配置、ダウンサイジ
ング

・広域化のメリットを活かし、市町村の区域にとらわれない施設の最
適配置（集約・統廃合）に取り組む。また、水需要の減少を見
据え、施設のダウンサイジング（設備の規模縮小、管路の縮径な
ど）に取り組む。

⇒効果：維持管理費用、更新費用の削減による持続的な事業運営

※アセットマネジメントの実践により企業団が独自に設定した施設の更新サイクルのこと。
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3.3 現行計画における施設整備の目標 
「大阪広域水道企業団将来ビジョン」（令和5年5月策定、計画期間：令和5年度～令和34年度）、

「大阪広域水道企業団経営戦略2020-2029」（令和5年5月改定、計画期間：令和5年度～令和11年度）

（以下これらを「現行計画」という。）では、長期的な更新需要、施設の重要度や耐震性の有無等

による優先順位を勘案し、事業量と事業費の平準化を図りながら、施設整備計画、目標、事業費を

定めている。 

なお、企業団との統合後 10 年間（令和元年度～令和 10 年度）は、広域化に係る国交付金（時限

措置）を活用して施設の共同化や統廃合を実施するため、事業量と事業費を多く見込んでいる。 
 

図表 3.3-1 基幹管路の耐震管率（現行計画の目標）  図表 3.3-2 重要給水施設管路の耐震管率（現行計画の目標） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 物価上昇の影響を踏まえた施設整備計画の検討 
現行計画の事業費には、計画策定以降の資材価格や労務費の高騰による費用の上昇が反映されて

おらず、耐震管率等の目標を達成するためには、令和 8年度から令和 12年度の 5年間で事業費を約

16億円上乗せする必要がある。 

施設整備計画の検討に当たっては、現行計画の事業費の範囲内で施設整備を行う場合（ケース 1）

と、事業費を増額して現行計画どおりの施設整備を行い、目標の達成を図る場合（ケース 2）の 2

つのケースで比較して検討を行った。 

 
図表 3.4-1 ケース 1、ケース 2 の事業費、基幹管路・重要給水施設管路の耐震管率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 事業費の算定に用いる積算単価（現行計画：令和 3年度時点 / 今回：令和 6 年度時点） 

※ 令和 11 年度は現行計画「大阪広域水道企業団経営戦略 2020-2029」の最終年度、令和 12 年度は料金算定期間の最終年度 
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ケース 1、ケース 2の検討に際して、委員から以下の意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.5 施設整備計画の 3 案の比較 

 【施設整備計画の再検討（ケース 3）の考え方】 

ケース 1とケース 2に対する各委員の意見を踏まえ、事業の優先度と国交付金のさらなる活用の

観点から実施時期を見直すべき工事があるか再検討を行った。 

国交付金は事業費の 1/3相当が補助されることから、事業費が増加すればするほど国交付金も増

加する一方、残りの 2/3相当は阪南水道事業の料金収入などで賄う必要があるため、使用者負担の

増加につながる。 

ケース 1で後年度に実施することとした基幹管路・重要給水施設管路で漏水対策が特に必要と考

えられる区間について早期に工事を実施する案（ケース 3）を検討した。 

 
図表 3.5-1 工事の実施時期を見直す区間の選定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 広域化に係る国交付金は令和 10 年度が期限のため国交付金は総事業費の約 1/3とならない。 

   なお、令和 11 年度以降も地震対策等に係る国交付金の確保に取り組むものとする。 
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ケース 1、ケース 2、事業の優先度と国交付金のさらなる活用の観点から工事実施時期を見直し

た場合（ケース 3）の 3案について比較検討を行った。 

 
図表 3.5-2 ケース 1、ケース 2、ケース 3 の事業費、基幹管路・重要給水施設管路の耐震管率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 事業費の算定に用いる積算単価（現行計画：令和 3年度時点 / 今回：令和 6 年度時点） 

※ 令和 11 年度は「大阪広域水道企業団経営戦略 2020-2029」の最終年度、令和 12 年度は料金算定期間の最終年度 

 

基幹管路・重要給水施設管路の耐震化はケース 2が最も進捗する。 

ケース 1、ケース 3は現行計画の事業費を考慮しており、耐震化の進捗はケース 2より遅くなる。 

ケース 3は、漏水が最も多く発生している区域（令和 2～令和 6年度の市域の漏水件数の約 36％）

の基幹管路・重要給水施設管路の更新をケース 1に加えることで（事業費 2.5億円増）、耐震化の

進捗の改善を図る。 

 
図表 3.5-3 耐震管率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考】令和 4年度全国平均 基幹管路（耐震管率 28％、更新率 0.6％） 

 

ケース 1、ケース 2、ケース 3のどのケースを採用するかについては、施設整備（管路の更新・

耐震化等）の推進と財政収支（料金改定）とのバランスを図る観点から、後述の必要な料金収入と

合わせて検討し、決定することとした。 
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4 経営改善の取組 
 給水収益の減少が続く中、水道料金の上昇を可能な限り抑制できるよう収入の確保、支出の削減

に取り組んでいる。安全な水道水の安定供給を持続するため、統合による広域化のメリットも活か

し、更なる業務の効率化や施設の最適配置（統廃合、ダウンサイジング）を進める必要がある。 

 

4.1 収入確保の取組 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

4.2 支出削減の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 その他の取組 
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5 必要な料金収入の検討 

5.1 条件設定 

【料金算定期間（改定間隔）】 
料金算定期間は、水道法施行規則（国土交通省令）において、料金の安定性、期間的負担の公平、

原価把握の妥当性などを考慮し、概ね3年から5年を基準に設定することとされている。 

今回の改定においては、以下のとおり料金改定時期と料金算定期間を設定する。 

 

図表5.1-1 料金改定時期と料金算定期間  

 

 

 

 

 

 

 

【料金改定に当たっての条件】 
水道事業の健全経営を維持するために必要な料金収入を確保できるよう以下の条件により供給単価

の増加率を検討する。 

 

図表5.1-2 料金改定に当たっての条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 供給単価の増加率の検討 

【供給単価の増加率】 
 ケース1からケース3について、料金算定期間（令和8年度～令和12年度）を通じて「料金改定に当

たっての条件」を満たす供給単価の増加率などは以下のとおりである。 

 検討の結果、ケース2は現行計画の目標（耐震管率等）を達成することができるが、供給単価の

増加率が大きくなる。現行計画の事業費を考慮したケース1とケース3はいずれも現行計画の目標

（耐震管率等）を達成することはできないが、ケース3はケース1に漏水の発生が多い区域の管路更

新を対象に加えているため、ケース1と比較して耐震化の進捗を改善することができる。また、基

幹管路と重要給水施設管路の耐震管率が向上し、広域化に係る国交付金を有効的に活用することが

できる。 

これらを比較検討した結果、供給単価の増加率を抑制しつつも、基幹管路と重要給水施設管路の

更新率が向上し、漏水対策の強化が図られるケース3を採用し、料金改定に当たっての条件を満た

ず供給単価の増加率として14.4％（現行料金により見込まれる給水収益から14.4％の増収となるよ

う）の料金改定を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

設定内容

令和8年度料金改定時期

5年間（令和8年度～令和12年度）料金算定期間
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図表5.2-1 料金算定期間において料金改定に当たっての条件を満たす供給単価の増加率 

 

 

 

 
 

 

 
 

※ 資金残高欄の（  ）の値は企業債残高対給水収益比率 
 

【ケース3における財政収支の見通し（供給単価207円/㎥）】 
料金算定期間（令和8年度から令和12年度）において、収益的収支は単年度損益の黒字を確保で

きる見込みである。 

資金残高は、事業運営に必要な資金残高を確保できる見込みである。 

 
図表5.2-2 財政収支の見通し 
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図表5.2-3 収益的収支の見通し                    図表5.2-4 資金残高の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表5.2-5 企業債残高・企業債残高対給水収益比率の推移   
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6 料金体系の検討 

6.1 料金体系の現状と課題 

【水道料金の構成】 
水道料金の構成には、定額料金制又は従量料金制のいずれかである一部料金制、基本料金と従量

料金からなる二部料金制、そして特約制度などがあるが、全国的には二部料金制を採用しているケ

ースが多い。阪南水道事業は二部料金制を採用している。 

基本料金については、用途により設定する用途別料金体系と、水道メーターの口径の大きさによ

り設定する口径別料金体系があり、用途別・口径別料金体系を併用している団体もある。基本水量

は、基本料金に含まれる一定の使用水量のことで、主に一般家庭において公衆衛生上の観点から、

生活用水としての水使用を促す目的で設定されたものである。 

阪南水道事業は用途別料金体系を採用しており、基本水量を設定している。 

従量料金は、使用量に応じて単価が変動する場合（逓増・逓減）と変動しない単一場合があり、

阪南水道事業は逓増型を採用している。 

図表6.1-1 料金構成のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【阪南水道事業の現行の料金体系】 
・基本水量を基本料金の用途ごとに設定している。 

・従量料金は、9㎥～10㎥、11㎥～15㎥、16㎥～20㎥、21㎥～30㎥、41㎥～50㎥、51㎥～100㎥、

101㎥～200㎥、201㎥以上の8区分で設定しており、使用水量が増加するほど単価が高くなる逓増

制を採用している。 

・水道メーターの口径に応じて、メーター使用料を設定している。 

・加入金は、水道メーターの口径に応じた金額を設定している。 

図表6.1-2 阪南水道事業の料金体系 
  

円 円 
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6.2 料金体系の見直しに係る検討事項 

【検討に当たっての視点】 
 料金体系の基本的な考え方については、公益社団法人日本水道協会の「水道料金算定要領」（以

下「算定要領」という。）に指針が示されている。 

料金体系については、算定要領や市町村域水道事業の料金改定に係る統一的な考え方※に沿って、

使用者負担の激変緩和や経営環境の変化への対応などにも配慮して検討する必要がある。 

 阪南水道事業については今回が企業団と統合して初めての料金改定となることから、企業団の方

針に沿って料金体系の見直しの検討を行った。 
※ 令和 2 年度に企業団として初めて市町村域水道事業（企業団と統合した市町村の水道事業）の料金改定を検討するに当たり整理した

もので、口径別料金体系への移行、基本水量の廃止や従量料金における逓増度の緩和などの方針を定めている。 

 
図表 6.2-1 料金体系の検討の主な視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討事項① 基本料金と従量料金の収入割合】 
給水量の多寡に関係なく水道施設を適正に維持していくために固定的に必要とされる費用（固定

的費用）は適切な割合で準備料金と水量料金に、ひいては基本料金と従量料金に配分される必要が

ある。これは、従量料金で固定的費用を賄う割合が高いと給水量が減少する局面においては費用の

減少より料金収入の減少が大きくなり、収入の安定性が確保されないためである。 

 そこで算定要領に沿った総括原価の基本料金と従量料金への配賦結果に基づき、特に家事用の使

用者の負担増（現在の料金からの激変緩和）にも配慮し、基本料金収入の割合について検討を行っ

た。 

 

図表 6.2-2 費用構造と料金構造の関係 
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  従量料金          68％ 
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【検討事項② 用途別料金体系から口径別料金体系への変更】 
用途別料金体系は水道の普及を促進することを目的に、生活用と事業用とで価格差を設けるとい

う考え方である。 

概ね 100％水道が普及した現状を踏まえ、水道メーターの口径により流量（一度に使用可能な水

の量）が変動し、水道施設は口径に基づく水の使用量を前提に整備しているという観点から、施設

コストの公平な負担のため口径別料金体系への変更について検討を行った。 

  
図表 6.2-3 基本料金の種類（用途別と口径別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討事項③ 口径別の基本料金の設定】 
算定要領に沿った総括原価の各口径の基本料金（水道メーターの使用料を含む。）への配賦結果

に基づき、特に家事用の使用者の負担増（現在の料金からの激変緩和）にも配慮し、口径別の基本

料金額の設定について検討を行った。 

 

【検討事項④ 基本料金に含まれる基本水量の取扱い】 
基本水量とは基本料金に含まれる一定の使用水量のことで、主に家庭において公衆衛生上の観点

から生活用水の使用を促進する目的で設定されたものである。 

水道水の使用が十分に定着した現状から基本水量の役割は一定終えていると考えられることや、

基本水量以内であれば使用水量にかかわらず料金が同じになり節水努力が反映されないことなどか

ら、算定要領においても基本水量を設定しない料金体系が原則とされている。 

 そこで、基本水量を廃止する方向で、特に家事用の少量使用者の負担増（現在の料金からの激変

緩和）にも考慮し、従来の基本水量部分の従量料金の単価設定を含めて検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水の用途に応じて価

格差を設ける体系 

用途別 

料金体系 

口径が大きくなる

ほど一度に使える

水の量が多くな

り、それを支える

施設への負担が大

きくなるため、口

径の大きさに応じ

て価格差を設ける

体系 

口径別 

料金体系 事業用 

生活用 

 



24 

【検討事項⑤ 従量料金の使用水量区分と単価の設定（逓増度の設定）】 
逓増制の従量料金は、水需要が増加し、供給が不足していたかつての社会情勢を背景として設定

された。 

各使用者における使用水量の少量化が見られる現状においては、使用水量の減少の影響を受けに

くくし、料金収入の安定性を確保するため逓増度を緩和する方向で、使用者の負担増（現在の料金

からの激変緩和）にも配慮し、従量料金の使用水量区分と単価の設定について検討を行った。 

 
図表 6.2-4  現行の料金における逓増度と使用水量の減少との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【料金体系の見直しに係る検討結果】 
料金体系の見直しについて検討を行った結果は以下のとおりである。 

なお、各検討内容において、料金体系の変更に伴う使用者の負担増への影響（現在の料金からの

激変緩和）に配慮した。 

 

図表6.2-5 料金体系の見直しの検討内容と検討結果 
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6.3 基本料金及び従量料金の算定 

【基本料金と従量料金の算定の考え方】 
基本料金及び従量料金は、算定要領に従い、以下の4つのステップで算定した。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表6.3-1 基本料金及び従量料金の算定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ1
総括原価の算定

ステップ2
総括原価の分解

ステップ3 
料金区分への配分

ステップ4
料金への配賦

総括原価
・人件費
・薬品費
・動力費
・受水費
・減価償却費
・支払利息 等

需要家費

固定費

変動費

準備料金

水量料金

基本料金

従量料金

ステップ1
総括原価の算定

ステップ4
料金への配賦

◼ 将来の財政収支見通しから料金算定期間中に発生する費用と控除額を算定する。

ステップ3 
料金区分への配分

◼ ステップ2 で分解された需要家費、固定費、変動費をそれぞれ「準備料金」、

「水量料金」に配分する。

◼ ステップ3 で配分された「準備料金」及び「水量料金」を以下のとおり配賦

・「準備料金」 口径の大きさに基づき差別配賦⇒基本料金

・「水量料金」 給水量1立方メートル当たり均等に配賦⇒従量料金

◼ 現行の料金体系からの移行に当たり使用者負担の劇変緩和を考慮

◼ ステップ1 で算定された費用をその費用発生の要因から、「需要家費」、「固定費」、

「変動費」に分解する。

ステップ2
総括原価の分解

（出所）公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」を参考に作成
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6.4 総括原価の分解 
総括原価は、算定要領により概ね次の基準により分解するものとされており、この基準に沿って

算定を行った。 

 
図表6.4-1 総括原価の分解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ 事業の実態に応じ上記基準を適宜修正することができる。 
※ 上記以外の維持管理費は、上記を参考の上、事業の実態に応じて適宜分解することができる。 

 

【受水費】 
 受水費については、基本料金は固定費、使用料金は変動費に配賦することとされている。企業団

の水道用水供給事業の料金単価は現在 72円/㎥の単一料金であり、基本料金、使用料金に区分され

ていない。今回の料金改定においては、水道用水供給事業の現行料金算出時における財政シミュレ

ーションの比率（固定費の割合 77％、変動費の割合 23％）を用いて、受水費を固定費と変動費に

配賦した。 

 
図表6.4-2 受水費の配賦 

 

 

 

 

【資産維持費】 
資産維持費は、給水サービス水準の維持向上や施設実体維持のための原資として内部留保される

べき額をいう。物価上昇による減価償却の不足や工事費の増大等に対応して、実体資本を維持し、

適切な給水サービスを継続していくために総括原価への算入が水道法施行規則において求められて

いる。 

今回の料金改定において、料金算定期間中の資産維持費は 284百万円となる。 
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【固定費の配分基準】 
 固定費は性質上、準備料金として配分するべきであるが、全額を準備料金とした場合、基本料金

部分の割合が極端に大きくなるため、水量料金にも相当額を配分する方式をとらざるを得ない。算

定要領では、固定費の配分基準は次に掲げるものの中から各事業の実態等を勘案して、適宜選択す

ることができるとされている。 

 

(1)固定費総額に対し、最大給水量に対する最大給水量と平均給水量の差の比率を乗じて得た額を

準備料金とし残余の固定費を水量料金とする方法 

 

(2)固定費総額に対して、浄水施設能力※に対する浄水施設能力と平均給水量の差の比率を乗じて得

た額を準備料金とし残余の固定費を水量料金とする方法 

 

(3)固定費総額に対して、浄水施設能力に対する浄水施設能力と最大給水量の差の比率を乗じて得

た額を準備料金とし残余の固定費を水量料金とする方法 

 

(4)固定費総額のうち、配給水部門費を準備料金とし他は水量料金とする方法 

 

 阪南水道事業では（2）の基準を採用し、下記の比率で固定費を配分した。 

・準備料金の配分率＝（浄水施設能力－1日平均給水量）/浄水施設能力         

＝（22,874㎥/日－15,452㎥/日）/22,874㎥/日 

         ≒32％ 

・水量料金の配分率＝100％－32％ 

         ≒68％ 
 

※ 阪南水道事業は、浄水施設を保有していないため、浄水施設能力に変えて各受水池（水道用水供給事業からの水道用

水を受水する池）の揚水ポンプ能力の合算値を現有給水能力とみなして計算 
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6.5 料金区分への配分  
前述の手順により総括原価を算定し、料金を算定した結果は以下のとおりである。 

 
図表6.5-1 配賦原価の集計結果と料金への配賦結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表6.5-2 維持管理費の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 控除項目とは料金算定期間中の給水収益以外の収入をいう。料金算定の際は、総括原価から控除することとされてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配賦原価の集計結果（単位：千円）と、料金への配賦結果（単位：円）

13 20 25 30 40 50 75

総括原価 需要家費

4,922,017 422,157

維 持 管 理 費 629,643

減 価 償 却 費 519,577

支 払 利 息 56,477

固定費 資 産維 持費 77,221

3,953,521 維 持 管 理 費 1,310,705

減 価 償 却 費 1,081,585

支 払 利 息 117,565

資 産維 持費 160,748

変動費

546,339

割合

準備料金 35%

水量料金 65%

1,705,075

3,216,942

補正後
（円）

総額

準
備
料
金

水
量
料
金

固定費

補正後

（円）

計

変動費21.72

743.3 1,393.7 2,043.2 2,891.0 5,044.7 8,081.3 18,678.2

8,723

資産維持費 7,573.4 18,114.5429.5 1,078.6 1,726.0 2,556.7 4,706.7

285

量水器関係
199.2 254.95.0 6.4 8.5 25.6 29.3

口　径(mm)

検針・集金関係
308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 308.7 検針・集金

需
要
家
費

準
備
料
金

量水器

413,148

744 1,394 2,044 2,891 5,045 8,082 18,679

水
量
料
金

106.16

127.87

128

固 定 費

計
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6.6 見直し後の料金体系 
 総括原価の算定、分解と料金区分への配分結果を踏まえた見直し後の料金体系の概要は以

下のとおりである。 
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6.7 改定後の料金表と料金額 

【現行の料金表、改定後の料金表】 
現行の料金表、改定後の料金表は以下のとおりである。 

算定要領に沿って試算した算定結果を踏まえ、現行の料金体系からの移行に当たりボリュームゾ

ーンである1か月当たりの使用水量が20㎥までの水道メーター口径13㎜又は20㎜の家事用の使用者

の負担増について考慮した。 

水道メーターの口径 13mm の基本料金を 1,090 円、20mm の基本料金 1,121 円とし、激変緩和措置

を行う。口径 20mm の使用者の請求件数の割合は全体の約 7 割を占めており、口径 20mm の使用者の

基本料金を下げることで、基本料金収入の割合は、算定要領に沿って算定したものより低下するが、

低下した分は従量料金により回収する。 

また、これまでの家事用の基本水量に相当する1㎥から8㎥までの少量使用者に配慮し、この使用

水量区分の従量料金単価を低く設定している。 

 改定後の料金により料金算定期間の総括原価4,922百万円を賄う必要があるが、新たな料金表に

基づくシミュレーションの結果、料金算定期間の料金収入額は4,927百万円となり、総括原価と同

等となることが確認できた。 

 
図表6.7-1 現行の料金表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表6.7-2 新料金表、料金収入割合、第2段階逓増度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                ※水量区分の「201㎥～」427円÷第2段階「9～10㎥」150円≒2.85倍 
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【改定後の料金額、現行料金との差額】 

 
図表6.7-3 改定後の料金額（1か月当たり・税込、単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表6.7-4 水道料金（家事用）の現行と改定後との差額（1か月当たり・税込、単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表6.7-5 水道料金（営業用）の現行と改定案の差額（1か月当たり・税込、単位：円） 

 

 

 

 

 

7 その他 
料金に関するその他の課題の検討結果は、以下のとおりである。 

 

【加入金】 
加入金とは、給水装置の新設、増径工事の実施に際し、工事申込者から一時金として徴収する負

担額をいい、水需要の増加に対応し、新規の水源開発や水道施設の増強を行うために増加する費用

の負担について、新規の需要者と従来の需要者との負担の公平を期するために導入された制度であ

る。 

算定要領では、水道事業の対象経費は水道料金で回収することを原則にしつつ、加入金を徴収し

ている水道事業者がそれぞれの事業の状況を鑑みて、将来的に廃止のタイミングも含めて判断でき

るようにするため「経過措置」とされている。 

今後、水需要の減少期における加入金制度のあり方を整理する必要があるが、廃止した場合の料

金改定への影響なども考慮して、引き続き検討することとし、今回の料金改定に当たっては現行の

加入金制度を継続する。 

 

ボリュームゾーン（令和 6 年度家事用請求件数全体の約 3 分の 2 を占める） 
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8 検討のまとめと今後の課題 
本部会での検討結果のまとめと今後の課題は、以下のとおりである。 

 

【まとめ】 
・ 阪南水道事業においては、給水収益（料金収入）の減少等に伴い、恒常的な赤字と資金の不足が

見込まれ、収入の確保と支出の削減による経営改善の取組を実施しても料金改定が避けられない

状況であることから、健全で安定的な経営を持続できるよう、必要な料金収入や料金体系、料金

構造について検討を行った。 

・ 必要な料金収入の検討に当たり、料金算定期間における収入の見通しは、その大半を占める給水

収益について企業団が実施した水需要予測に基づく収入額を見込んだ。 

・ 支出の見通しは、事業費等を定めるため施設整備計画（投資計画）の検討を行った。耐震管率等

の目標を達成するためには、令和 8年度から令和 12年度の 5年間で事業費を約 16億円上乗せす

る必要があることから、事業費と事業量に着目し 3案（ケース 1～ケース 3）を比較して検討を

行った。水道施設の更新・耐震化の推進と財政収支（料金改定）とのバランスについては議論が

あったが、供給単価の増加率を抑制しつつ事業費を増額し、基幹管路と重要給水施設管路の更新

率の向上と漏水対策の強化が図られる案（ケース 3）を採用し、この事業費を賄い、料金改定に

当たっての条件（料金算定期間における単年度黒字の確保、料金回収率 100％以上の維持、給水

収益の 3か月分以上の資金残高の確保）を満たす供給単価の増加率として 14.4％の料金改定を

行うこととした。 

・ 料金体系、料金構造については、各世帯の使用水量の少量化など水の使用状況の変化に対応し、

料金収入の安定性を高めるため、用途別料金体系から口径別料金体系に変更するとともに基本料

金に含まれる基本水量を廃止する。また、基本料金の割合を改善し、従量料金の逓増制について

は逓増度を緩和している。口径別料金体系への移行や基本水量の廃止により、ボリュームゾーン

である1か月当たりの使用水量が20㎥までの水道メーター口径13㎜又は20㎜の家事用の使用者に

大幅な負担の増加が生じないよう、基本料金や基本水量相当の従量料金の額の設定において激変

緩和を考慮した料金表を定めた。 

・ 今回の料金改定の検討に当たっては、本部会委員として2名住民に参画をいただき意見をお聞き

するとともに、阪南市の広報誌による周知や部会での議論については企業団のホームページを活

用して情報提供を行った。また、住民説明会を開催し、阪南水道事業の状況や料金改定案につい

て分かりやすい説明に留意するなど、できるだけ使用者の理解が得られるように努めた。 

 

【今後の課題】 
・阪南水道事業においては、今後も給水人口、給水戸数が減少し、単独世帯や高齢者のみ世帯の増

加により各世帯の使用水量の少量化が進むと推測される。これらの動向が料金収入に与える影響

を把握し、今後の料金設定に反映していく必要がある。 

・料金算定期間においては、事業費に対応するため企業債残高が増加する見通しであるが、将来世

代への過度な負担とならないよう企業債残高対給水収益比率にも留意することが必要である。 

・加入金の取扱いについては現行制度を継続することとしたが、加入金のあり方等について企業団

において整理するものとする。 

・今後、法定耐用年数を経過する管路が更に増加していく。限られた財源の中で、優先順位を見定

め、管路をはじめ水道施設の更新・耐震化を計画的に進めることで安全な水の安定供給を図ると

ともに、引き続き、将来の水需要を見据えたダウンサイジングや配水の効率化にも取り組む必要

がある。 

・業務の集約や共同発注、施設や設備、システムの共同化など、企業団との統合のメリットを活か

した業務の効率化による経営改善、経営基盤の強化の取組の推進していくことも重要である。 

・最後に、本部会では令和8年度から令和12年度の5年間を料金算定期間として議論した。今後、企

業団として毎年の決算により給水収益の状況や財政収支の推移を確認し、健全な経営の確保に向

けて取り組まれたい。加えて、水道施設の更新・耐震化の進捗状況など料金改定の効果を示して、

使用者の理解が得られるよう事業運営を進めていく必要がある。 
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9 資料 

【阪南水道事業料金検討部会 委員名簿】 

                             （五十音順） 

氏 名 所 属 ・ 役 職 

石本
いしもと

 喜
き

美代
み よ

 使用者代表 

川原
かわはら

 尚子
なおこ

 近畿大学経営学部会計学科教授 

木村
きむら

 佑
たすく

 使用者代表 

鍬
くわ

田
た

 泰子
やすこ

※ 

（部会長） 
神戸大学大学院工学研究科教授 

森下
もりした

 和彦
かずひこ

 元岸和田市上下水道局長 

※ 大阪広域水道企業団経営・事業等評価委員会委員 

 

【開催経過】 

 開催日 主な議題 

第1回 令和7年3月31日 

・阪南水道事業の現状と課題 

・阪南水道事業の料金体系等 

・水道料金の全国的な動向 

第2回 令和7年5月14日 

・収入の見通し（給水収益） 

・支出の見通し（施設整備計画（投資計画）） 

・経営改善の取組 

・財政収支の見通し（現行料金の場合） 

・必要な料金収入 

・加入金 

第3回 令和7年6月23日 
・必要な料金収入 

・料金体系の検討ポイント 

第4回 令和7年8月6日 
・料金改定案 

・住民説明会資料 

第5回 令和7年9月26日 ・部会まとめ（報告書作成） 
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【財政収支の見通し（現行料金 供給単価181円/㎥）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和 3 年度～令和 5 年度は決算値 

  資本的収支の不足額については、積立金等で補てん 

   料金回収率については、阪南市からの繰入金や受託費用を給水原価から控除して算出 
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【財政収支の見通し（ケース3）（供給単価207円/㎥）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※ 令和 3 年度～令和 5 年度は決算値 

  資本的収支の不足額については、積立金等で補てん 

   料金回収率については、阪南市からの繰入金や受託費用を給水原価から控除して算出 
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水道料金（家事用・メーター口径13mm） 現行と改定案の比較

水道料金（現行） 水道料金（改定案）

請求件数における

使用水量区分別の使用者の割合

(円)(円)

以
上
省
略

0㎥～20㎥

78%

21㎥～

22%

(１か月の使用水量：㎥)
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水道料金（家事用・メーター口径20mm） 現行と改定案の比較

水道料金（現行） 水道料金（改定案）

請求件数における

使用水量区分別の使用者の割合

(１か月の使用水量：㎥)

(円)(円)

以
上
省
略

0㎥～20㎥

63%

21㎥～

37%


